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議第２７号 香芝市職員定数条例の一部を 

改正することについての附帯決議（案） 

 

 議第２７号の審議において、法令等の疑義が生じたことから、次の諸点につ

いて遅滞なく適切な措置を講じること。 

 

一．香芝市は、保育所及び認定こども園の事務に関し、香芝市教育委員会に地

方自治法第１８０条の２の規定により協議の上、補助執行を行わせるもので

あるが、事実確認では市長の権限までもが委任されており、法の趣旨を逸脱

するものであり、遅滞なく適切な措置を講じること。 

 

一．香芝市は、上記した補助執行にあたり、香芝市組織条例の所管事務に保育

所及び認定こども園の事務について規定されていない。補助執行とは、権限

までもが委任されている訳ではなく、法の趣旨を逸脱するものであり、遅滞

なく条例等の適切な改正の措置を講じること。 

 

一．香芝市職員定数条例では、香芝市よりも香芝市教育委員会の定数が大幅に

上回り、適正ではないと議第３号の審議が行われた。その議第３号の撤回後

に新たに提案された議第２７号の趣旨も同じであり、補助執行において事務

の大半を行わせることは適切ではなく、法の趣旨を逸脱するものであり、遅

滞なく条例等の適切な改正及び組織の見直し等の措置を講じること。 

 

以上、決議する。 
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